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第１７回綾瀬カップサッカー 大会要項 

１．大会名称  第１７回綾瀬カップサッカー大会 

２．趣  旨   地域サッカーの交流･親睦を深める 

３．主  催   綾瀬市サッカー協会 

４．主  管   綾瀬市サッカー協会社会人委員会 

５．競技規則  日本サッカ－協会競技規則２０２２－２０２３（競技規則改正後の規則）による。 

６．期  日    ２０２３年（令和５年）３月１２日、３月１９日（雨天決行）、 

悪天候で順延となった場合、別途ご連絡。 

７．会  場   綾瀬スポーツ公園多目的広場第１・２グラウンド（旧称 本蓼川多目的広場） 

  IIMURO GLASS綾瀬市民スポーツセンター 

８．試合方法 近隣市町協会推薦８チーム、当協会４チームによる合計１２チームによるリーグおよび上位 

４チームによるトーナメント方式、同点の場合は、１次リーグおよび決勝トーナメントとも、競 

技規則のＰＫ方式にてその試合の上位および次戦進出チームを決める。 

リーグの順位は、①勝ち点（勝ち 3点、ＰＫ勝ち 2点、ＰＫ負けおよび引き分け 1点、負け 0 

点）②得失点差③失点の少ないチ－ム④当該チ－ム同士の対戦結果の勝ちチ－ム⑤当該 

チ－ム同士による抽選で決める。第１７回大会の近隣郡市協会は、厚木市、鎌倉市、相模 

原市、寒川町、秦野市、藤沢市、大和市、川崎市です。なお、組合せについては、当協会に 

て厳正な抽選にて決定します。 

９．試合時間 １次リーグ６０分（３０－５－３０）、 

２次トーナメントは、１次リーグの１位にてトーナメント７０分（３５－５－３５） 

１０．ボール  ボールはチーム持ち寄り１球＋協会用意、３球以上とし、手縫い検定５号球とする。 

１１．登録   １チーム３０名までとし、大会初日に本部にエントリー表に記入の上、提出する。 

なお、大会中の変更は認めない。 

１２．競技者の数  競技規則通り７名以上とする（試合開始時に７名に満たない場合は棄権とする）。 

  交代メンバーの登録は、１１名までとし、そのうち７名までの交代を認める。 

１３．メンバ－票の提出 

試合開始３０分前までに本部まで、２部作成し、提出する。なお、メンバー表は、 

エントリー票をご活用ください。 

１４．ユニホ－ム  原則として色の異なる２種類のユニホ－ムを用意し、背番号は登録時の番号をつける。 

但し、ユニホームの事情で、２色の番号が異なる場合、本人が特定できる場合は、異な 

る番号を認める ユニホームは、試合開始までに主審立ち会いのもと、両チームで 

試合時に着用するユニホームを決定する。 

１５．退場、警告  退場を命じられた選手は、次の試合には出場できない。以後の処置は、協会の裁定に 

よる。警告を２回受けた選手は、次の１試合につき出場を認めない。 

出場が発覚した場合、その試合は棄権とする。 

１６．表 彰 優勝…賞状、記念品、準優勝…賞状、記念品 とする。 

１７．罰 則 ２重登録、未登録、未エントリ－、登録背番号以外で出場した選手が発覚した場試合を 

中止し、出場した選手のチームは負けとする。 

１８．審 判    審判は、綾瀬市サッカー協会より派遣する。 

  なお、運営上前半と後半の審判が変更となる場合がありますのでご了承ください。 

１９．会場担当者 綾瀬市サッカー協会にて担当する。 

２０．試合の準備・片付け 

   第１試合のチームは会場の準備を、最終試合のチームは片付けをお願いします。 

２１．雨天の場合  雨天決行とします。雨天の場合で、中止とする場合および微妙な場合は、 

協会よりご連絡します。 
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２２．スポーツ傷害保険の加入について 

  各チームは、怪我、器物損壊等に備えて、スポーツ傷害保険に加入してください。 

２３．参加費    １チーム１０，０００円とします。 

大会初日に本部へエントリー表とともに提出のご協力をお願いします。 

２４．その他    当協会が大会会場で撮影した画像等に肖像権はなく、本大会および当協会の広報で 

使用するものとします。 

大会結果も含め下記ＵＲＬにて掲載します。 

http://www.ayase-fa.org/ 

http://www.ayase-fa.org/



